
平成 25 年度以降に実施される特定健診における 
HbA1c 検査の結果通知・報告について 

 
平成 24 年 8 月 31 日 

 
平成 25 年度以降に実施される特定健診における HbA1c 検査の受診者への結果

通知・保険者への報告に関しては、「保険者による健診・保健指導等に関する検討

会」とりまとめにて、『NGSP 値で行うことについて、今後、実務担当者による

ワーキンググループ等で協議する』とされていたところである。 
今般、日常臨床及び健診等における NGSP 値の普及状況も踏まえ、ワーキング

グループにおいて協議等を行った結果、平成 25 年 4 月 1 日以降に実施される  

特定健診の結果通知・報告における取扱いは、下記のとおりとする。 
 

記 
 

１．平成 25 年 4 月 1 日以降に実施される特定健診の受診者に対する結果通知  

及び保険者への結果報告は、NGSP 値でのみ行う。 
保険者から特定健診等の実施について委託を受けた者（以下１において 

「受託者」という。）が HbA1c 検査を登録衛生検査所等に再委託した場合、  

登録衛生検査所等から受託者への結果の報告は、NGSP 値でのみ行う。 
 

２．労働安全衛生法に基づく事業主健診の実施によって特定健診の実施に代える

場合、平成 25 年 4 月 1 日以降に実施される事業主健診の事業主への結果報告

及び事業主から保険者への結果報告は、NGSP 値でのみ行う。 
事業主から事業主健診の実施について委託を受けた者（以下２において 

「受託者」という。）が HbA1c 検査を登録衛生検査所等に再委託した場合、  

登録衛生検査所等から受託者への結果の報告は、NGSP 値でのみ行う。 
 

３．平成 25 年 3 月 31 日以前に実施される特定健診の受診者に対する結果通知 

及び保険者への結果報告並びに事業主健診の事業主への結果報告及び事業主

から保険者への結果報告等を平成 25 年 4 月 1 日以降に行う場合、従来と同様、

JDS 値でのみ行う。 
（以上） 


